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―■―施設数合計―学級開鎖‐‐学年間鎖



全国における休校等実績および定点当たり報告数

休
校
等
実
績

0カナダ

州及び準州、地方政府が学校休業の決定責任を有する。

ブリティッシュコロンビア州の2校のみ臨時休校を行つた。

0シ ンガボール                           ヽ

学校の臨時休業を行う場合の法的根拠は、感染症法 (lnfecJous Dtteases Aゝ t)にある。         .
なお、学校閉鎖は実施していない。

Oタイ

パンデミックインフルエンザに対する学校の臨時休業に関する立法規定はない。しかしながら、教育省は学校の臨時休

業を行う法的な根拠を有しており、他の緊急事態、例えば、自然災害、政治的デモといつた場合に適用されている。

フランス

市長および知事、各県の長 (基礎行政単位、フランスには99の県がある)が学校の閉鎖について決定できる。教育委員会

は助言を行うことはできても、決定を下すことはできない。学校の臨時休業については法律上可能で、公衆衛生上の問題
のみならず、治安上の問題でも閉鎖可能である。HlNlパンデミックインフルエンザの場合、2009年 9月 に「通知」が教育省

、内務省、健康省により発行され、学級および学校の開鎖についての原則を説明している。(「通知」は中央省庁からサー

ビス(現業)部門に向けた行政上の文書 )

一部の学校では2009年 の9月 から10月 末まで開校した学校もあつたが、県レベルもしくは、国レベルで組織的かつ大規模

な開鎖を行つたことはない。

O韓 国

学校保健法(schod HeaLh Act)14条 (病気の予防)に基づく。感染症の予防と学校保健の為に必要な場合、監督事務

所の長が関係する学校の開鎖を命じることができる。また必要な場合、学校長は閉校ができる。

0日 本

学校保健安全法 第20条 (臨時休業)に基づく。

(学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときはt臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。)



日本田近畿エリア
390人感染
入院患者なし

(2009年 6月 4日 現在)

USA‐ ユタ州
489人感染
35人入院
2人死亡

(2009年6月 4日 現在)

資半斗:Utah depanment Of Heanh.

:WHO進藤奈邦子特別ゲスト作成資料より

60

出典 :WHO進 藤奈邦子特別ゲスト作成資料より
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学校閉鎖は、

・ 感染のピークを下げ平坦化、ピーク時には、医療
への需要を30～ 50%減

・ 罹患率における影響は比較的小 (〈20%削減)

・ 経済、社会的コス トヘの影響大 (親や保護者が休
んだ子どもの面倒をみるために仕事を欠勤するこ

とによる)

ll」

出典:WHO進藤奈邦子特別ゲスト作成資料より

日 本 (安田、鈴木 2009 EuroSurveillance):

数学モデル。曝露後予防投与、家庭隔離、学校閉鎖を組み合わせると、
地域での感染者数が顕著に減少。新型インフルエンザにおいてもたとえ
ワクチンの供給が遅れても感染の拡大を軽減と、示唆。
香港 (oowling et a1 201の :

2009年5月 1日 に渡航歴のある最初の感染者が発生、6月 11日 に渡航歴のな
い最初の感染者報告。その後、一斉に学校閉鎖し、そのまま夏期休暇に
つなげた。休暇 (夏休み等)により25%の感染性の減少を示唆。
オース トラリア (パース)(Effler et a1 2010 EID):
Hl Nlpdmに よる学校閉鎖の影響を受けた家族への調査。親の47%は学校閉
鎖は適切な判断としたが、無症候性の生徒の親の45%が子供のために1日

以上仕事を休む必要があつた。35%に おいて、チャイル ドケアの手配が
必要だつた。また、学校閉鎖1週間の間、74%の生徒は一回以上の外出を
した。 (平均すると一人あたりの生徒につき3.7回 の外出。)

出典:WHO進藤奈邦子特別ゲスト作成資料より



米 国 ・(ペ ン シ ル ベ ニ ア 州 )(Lee et a1 2010,J Public Health‖ anag Prac→ :

:髯誉擦を爆[:言鼻峯見まi漁
、全体の罹患率が微増する可能

性。

0

33

出典 :WHO進 藤奈邦子特別ゲスト作成資料より
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く:7/24全 数把握中止

病原体定点において新型インフルエンザも地域の状況に応じて可能な限り検査するよう依頼
6/10病 原体定点においてインフルエンザの患者は全て検査指示

7ノ24 病原体定点にきたインフルエンザ患者の全数検査中止(予定の上限を超えた場合)、 各地方衛生研究所で

▼       v  予め取り決めた計画に基づき、検査指示

5ノ22高校を報告対象に追加7/24通年実施を指示
▼          ▼

6/10同 一集団
4ノ29 で続発した場合

7/24 7日 以内 に

名以上

81:1検
査不

ギ  [「

督誉翼概 ′14保育所を報告対象外へ

一平成22年3月 25日 時点で取りまとめ一
3月 17日 ～3月 23日 に

入院した患者

人数

15人

3月 23日 までに入院した患
者の累計数※1

人数

17640A

11

4

11052

6588

※

※

7月 28日 時点で入院中の患者または7月 29日 以降に入院した患者の累計数(12月 21日 以降は、インフルエンザ様症状を呈する患者数を集計 )

先週発表後における、自治体による前週以前のデータ修正を反映済み

入院した患者数

10～ 14歳

15～ 19歳

20-29病費
30～ 39歳

40´‐49病詭

60-69病罷



死亡者の年齢別内訳 (平成22年5月 9日 時点)

年齢 1歳未満 1～ 4歳 5～ 9歳 10～ 14戯 15～ 19歳 20～ 29歳 30～39歳 40～49歳 ,0～ 59薄 60～ 69歳 70～ 79歳 80歳以上 計
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死亡者の死亡週別内訳 (平成22年 5月 9日時点 累計199人 )

季節性インフルエンザによる死亡者数

(平成18年 1月 ～12月 )

※ 死亡日で集計

今回の新型インフルエンザによる死亡者数

(平成21年 8月 15日 ～平成22年3月 25日 )
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従来の季節性インフルエンザでは、小児と高齢者に二峰性のビークが存在する。
一方、今回の新型インフルエンザでは、ほぼ全年齢に渡つて死亡者が存在する。
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原則PCRを行つているが、全例ではない。

PCRを行わなかつた場合は、医師の診断に

より新型インフルエンザとされたものを死亡

数として把握している。

>死 亡者199名 のうち、PCR施行 184例

未施行 15例

■

２

１

０

超
過
死
亡
数

（
万
人

）

新型インフルエンザ
2009年5月 ～2010年 1月

約200人

87/80  88/89  89/90 90/91  91/92  92/93 00/94 04/95  95/96  96/97  9フ /98  90/90 99/00 ∞/01  01/02 02/13 03/04 04/03 05/●6 06/0'  07/00 00/09 09/10

出典 :国立感染症研究所感染症情報センター



>神 戸市口兵庫県における、同居家族におけ
る発症割合は7。0%(家庭外での感染の可能
性がある者を除くと5.4%)であつた。※1

>大 阪府における、家族内の2次感染率注)は

4。5%と推定された。※2

(注 )初発例の発症日から7日 間の接触者健康観察期間中に新型インフルエンザRT‐PCR検査にて陽性となつたものを指す

※1平成21年 8月 31日 神戸市・兵庫県新型インフルエンザ集団発生疫学調査報告

第1部  全体像編 (国立感染症研究所 )

※2平成21年 9月 大阪府における新型インフルエンザ 集団発生事例疫学調査

(国立感染症研究所)

医療体制




